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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装填庫装着部に設置された貨幣を装填するための複数の装填庫と、
　前記複数の装填庫に装填された貨幣を投出する貨幣投出部と、
　前記複数の装填庫の近傍にそれぞれに対応して設けられ、各装填庫別の貨幣の装填量を
表示する複数の表示部とを有し、
　前記装填庫は、前記装填庫装着部に対して着脱可能であり、
　前記表示部は、いずれかの装填庫を抜き取ると、その装填庫が抜き取り中である旨を表
示することを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項２】
　前記表示部は、いずれかの装填庫を抜き取ると、前記貨幣の装填量の表示を、その装填
庫が抜き取り中である旨の表示に切り替える、請求項１に記載の貨幣処理装置。
【請求項３】
　前記装填庫に収容されている貨幣の数を計数する貨幣検知センサをさらに有し、前記表
示部は、前記貨幣検知センサによって計数された各装填庫別の貨幣の装填量を表示する、
請求項１又は請求項２に記載の貨幣処理装置。
【請求項４】
　前記装填庫の異常を検知する異常検知手段をさらに有し、前記表示部は、異常が発生し
たときは異常である旨を表示する、請求項３に記載の貨幣処理装置。
【請求項５】
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　前記表示部は、異常が発生すると、前記貨幣の装填量の表示を、異常である旨の表示に
切り替える、請求項４に記載の貨幣処理装置。
【請求項６】
　前記異常検知手段は、装填された貨幣の金種を点検するものである、請求項４又は請求
項５に記載の貨幣処理装置。
【請求項７】
　前記異常検知手段は、装填された貨幣の整列状態を点検するものである、請求項４又は
請求項５に記載の貨幣処理装置。
【請求項８】
　前記異常検知手段は、装填された貨幣の金種に混ざった異物を点検するものである、請
求項４又は請求項５に記載の貨幣処理装置。
【請求項９】
　前記装填庫は包装硬貨を装填するものであって、
　前記貨幣検知センサは、装填された貨幣の異常部位を特定するものであって、
　前記表示部は、異常が発生すると、前記貨幣の装填量の表示を、異常部位の表示に切り
替える、請求項４から請求項８のいずれかに記載の貨幣処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関の両替機等に内蔵される貨幣処理装置に関し、さらには包装硬貨等
の貨幣を金種別に装填する装填庫（トレー）に装填された貨幣の装填量を管理することの
できる貨幣処理装置に関するものである。　　
【背景技術】
【０００２】
　貨幣処理装置には、同金種の複数本の包装硬貨を装填する金種別装填庫が複数段設けら
れている。また、この貨幣処理装置には、該金種別装填庫から一本ずつ取出した包装硬貨
を昇降動作によって取出口まで搬送するバケットが設けられている。
　また、包装硬貨処理装置は、装置内部に装填した包装硬貨の現金管理を行なうため、各
金種別装填庫内に装填する包装硬貨の装填量を検知し、現金管理する管理手段を備えてい
る。
【０００３】
　従来、装填庫に装填した包装硬貨の金種及び残量を検知する検知手段を備えた包装硬貨
処理装置が提案されている。この包装硬貨処理装置の検知手段は、包装硬貨の装填方向に
沿って、装填庫両側面に備えられたスリットを通過する光のＯＮ／ＯＦＦの変化状態にて
包装硬貨の残量及び金種を検知する貨幣検知センサ等で実現される。この包装硬貨処理装
置は、貨幣検知センサがスリットに沿って移動して当該装填庫に装填された包装硬貨の残
量及び金種を検知することができる。
【０００４】
　前記従来例によれば、貨幣検知センサによって、装置内部に装填した包装硬貨処理装置
の残量、金種などを検知して、装填した包装硬貨の残量管理を行なうことができ、装填し
た包装硬貨の残量が少なくなった場合に、装填した包装硬貨が無くなる以前に包装硬貨を
補充することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2009-192098号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、前記従来の包装硬貨処理装置は、貨幣検知センサによって検知した装置内部
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に装填した包装硬貨処理装置の残量、金種などを、包装硬貨処理装置に配置された係員画
面や顧客操作案内画面に表示している。
　このような表示を行う包装硬貨処理装置であれば、装填庫の金種、残量を１枚の表示画
面にまとめて表示しているため、包装硬貨を装填する作業者は、前記表示画面で補充可能
本数を確認してから、各装填庫を開いて包装硬貨を補充しなければならず、見た目が同じ
ような装填庫が多く並んでいるので、補充すべき収納庫の特定を間違いやすいという問題
があった。
【０００７】
　また金種ごとに包装硬貨の本数表示がされているが、同一金種の装填庫が複数ある場合
など、装填庫ごとに補充可能本数が表示されないため、装填する際に補充可能かどうか、
その装填庫を引き出して確認しなければならず、作業が面倒になるという問題もあった。
　そこで、本発明の目的は、包装硬貨補充の際、装填の作業性を向上させることのできる
貨幣処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の貨幣処理装置は、装填庫装着部に設置された貨幣を装填するための複数の装填
庫と、前記複数の装填庫に装填された貨幣を投出する貨幣投出部と、前記複数の装填庫の
近傍にそれぞれに対応して設けられ、各装填庫別の貨幣の装填量を表示する複数の表示部
とを有し、前記装填庫は、前記装填庫装着部に対して着脱可能であり、前記表示部は、い
ずれかの装填庫を抜き取ると、その装填庫が抜き取り中である旨を表示するものである。
　この構成であれば、保守員は見た目が同じような装填庫が多く並んでいても、迷うこと
なく包装硬貨、紙幣などの貨幣が補充できる。保守員の手間も省け、現金補充がすばやく
できることから、利用客を待たせる事もなく、稼働率の向上が実現できる。
【０００９】
　前記装填庫に収容されている貨幣の数を計数する貨幣検知センサをさらに有し、前記表
示部は、前記貨幣検知センサによって計数された結果を用いて各装填庫別の貨幣の装填量
を表示することが好ましい。
【００１０】
　前記装填庫の異常を検知する異常検知手段をさらに有し、前記表示部は、装填庫に異常
が発生したときは異常である旨を表示することが好ましい。前記「異常」の種類には、装
填された貨幣の金種の間違い、装填された貨幣の整列状態が不適、装填された貨幣の金種
に異物が混ざっている、等がある。この場合保守員は異常の種類に応じて、すばやく適切
な対応ができる。
【００１１】
　また、前記貨幣検知センサは、装填された貨幣の異常部位を特定するものであることが
好ましい。この場合、前記表示部は、異常が発生すると、異常部位の表示を行うことがで
きるので、保守員は異常部位をみて、すばやく適切な対応ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】貨幣処理装置を内蔵する自動両替機１０の外観構成を示す斜視図である。
【図２】自動両替機１０の接続状態と貨幣処理機能を示す機能ブロック図である。
【図３】包装硬貨処理部１５、装填庫装着部１７の内部構造を示す模式的な断面図である
。
【図４】自動両替機１０の背面を見た斜視図である。
【図５】装填庫１８の側面図である。
【図６】装填庫１８の斜視図である。
【図７】包装貨幣を収納した装填庫１８の側面図である。
【図８】包装貨幣を収納した装填庫１８の斜視図である。
【図９】複数の透過スリットが形成された装填庫１８の側板を示す図である。
【図１０】装填庫装着部１７の背面に設けられた表示部１９を示す図である。
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【図１１】包装硬貨処理部１５における装填庫監視処理を説明するためのフローチャート
である。
【図１２】表示部１９の表示例を示す図である。
【図１３】表示部１９の表示例を示す図である。
【図１４】表示部１９の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は貨幣処理装置を内蔵する自動両替機１０の外観構成の一例を示している。
　筐体の正面上部には、タッチパネル式ディスプレイを有する顧客操作部１２、取扱中／
取扱中止を表示する取扱状態表示部１２Ａ、釣銭やバラの両替硬貨が投出されるバラ硬貨
取出口１４ａが設けられ、その下方には包装硬貨取出口１５ａと紙幣入出金口１６ａが設
けられている。貨幣を入出金する前記のバラ硬貨取出口１４ａ、包装硬貨取出口１５ａ及
び紙幣入出金口１６ａにはそれぞれシャッタ１４ｂ,１５ｂ及び１６ｂが設けられており
、当該貨幣の入出金時に当該シャッタが開閉されるようになっている。また、正面下部の
垂直面には、入金紙幣中の硬貨等の異物を返却するための異物返却口１６ｃが設けられて
いる。カード挿入口やレシート発行口の図示は省略する。
【００１４】
　筐体の内部には、バラ硬貨の入出金処理をするバラ硬貨処理部１４、紙幣の入出金処理
をする紙幣処理部１６が設置され、包装硬貨取出口１５ａの下部には包装硬貨の出金処理
をする包装硬貨処理部１５が設置されている。包装硬貨処理部１５には、包装硬貨処理部
１５に包装硬貨を供給するための装填庫装着部１７が分離／結合可能に接続されている。
　図２は、図１に示した自動両替機１０（例えば２台を図示している）を手数料管理サー
バ２０に接続構成したネットワーク構成を示している。また同図に各自動両替機１０の内
部の貨幣処理機能をブロック構成で示す。
【００１５】
　図２において、自動両替機１０は、装置全体を制御する制御部（ＣＰＵ）１１に対して
、両替貨幣の選択操作などをするための顧客操作部１２と、装着センサ３１と、貨幣検知
センサ３２と、係員画面３３と（いずれも後述）が接続されている。また制御部１１には
、制御プログラム並びに装着センサ３１及び貨幣検知センサ３２で検知した結果を記憶す
るハードディスクなどの記憶部１３と、手数料管理サーバ２０との通信を制御する通信部
２２とが接続されている。これらの各部の機能の全部又は一部は、記憶部１３に記録され
たプログラムを、自動両替機１０のコンピュータが実行することにより実現される。
【００１６】
　手数料管理サーバ２０は、両替に対応して前払い手数料を記憶する記憶部２１を備えて
おり、通信回線等の伝送媒体２を介して各自動両替機１０とオンライン接続される。なお
、手数料管理サーバ２０を備えない形態も可能であり、この場合、前払い手数料を記憶す
る記憶部は、複数台の自動両替機１０に対して１つであり、ファイルシェアリング等の形
態により各自動両替機１０から共用されるようにしてもよい。さらに、記憶部を各自動両
替機１０に内蔵しておいても構わない。
【００１７】
　図３は、包装硬貨処理部１５及び装填庫装着部１７の内部構造を示す模式的な断面図で
ある。図４は自動両替機１０の背面を見た斜視図である。
　包装硬貨処理部１５は、包装硬貨処理部１５に包装硬貨を供給するための前記装填庫装
着部１７が設けられており、装填庫装着部１７には、貨幣を装填するための複数の装填庫
１８が装着可能になっている。装填庫１８は縦１列に設置されていてもよく、縦方向に複
数列に設置されていてもよい。この実施形態では図４に示すように、縦２列に設置されて
いる。また図４に示す“３３”は、装填庫装着部１７の背面に設けられ、装填庫１８別の
貨幣装填本数等を一括表示する係員画面である。係員画面３３は液晶表示画面などで構成
される。
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【００１８】
　包装硬貨処理部１５には、金種別の装填庫１８から包装硬貨３０を１本ずつ取り出して
金種等を鑑別した上で収納する昇降式のバケット２３が備えられ、バケット２３に集積し
た包装硬貨３０は、包装硬貨取出口１５ａを通して利用者により取出される。なお、昇降
式のバケット２３は、包装硬貨処理部１５の制御を行う制御部１１（図２）と接続されて
いる。
【００１９】
　装填庫１８は、図３に示すように、同一金種を奥行き方向に並列させて多数収納するこ
とができるように、長尺形状に形成されている。金種別の装填庫１８は左右二列で上下方
向に複数段配設され、それぞれは包装硬貨３０を取り出す先端部分が下向きとなるように
前傾姿勢で装填庫装着部１７に抜取可能に装着されている。
　装填庫装着部１７は、各装填庫１８の装着の有無を検知するためのセンサ（「装着セン
サ」という）３１を備えている。装着センサ３１は、装填庫装着部１７に設けられた上下
方向の枠部（図示せず）の、各段の装填庫１８の先端に対応する位置に取り付けられてい
て、装填庫１８を検知することにより、装填庫の装着および非装着の判断を行う。装着セ
ンサ３１は例えば赤外線で送受信する送受信機で構成しても良く、この場合装填庫１８に
トランスポンダを設置することにより、装着センサ３１は装填庫１８の装着の有無、金種
の区別を読み取ることができる。
【００２０】
　制御部１１は、装着センサ３１をセンシングすることにより、金種別の装填庫１８の装
着、非装着（抜取り中）を監視しており、各金種別の装填庫１８の装着か非装着（抜取中
）かを集計した結果を、記憶部１３に記憶させる。
　また、図４で示すように、装填庫装着部１７の、包装硬貨３０を装填庫に装填するため
の出し入れ部に開閉扉４０，４１を設けている。開閉扉４０，４１には、後方からの装填
庫１８の脱着を抑止する機構を設置しても良い。
【００２１】
　また、装填庫装着部１７は、各装填庫内部に収納された包装硬貨の有無を検知し、収納
本数に変化がないかを調べるための貨幣検知センサ３２を備えている。この貨幣検知セン
サ３２については後述する。
　次に、包装硬貨を収納する装填庫１８の構造について図５～図９を用いて説明する。
　図５、図７、図９は装填庫１８の側面図であり、図６、図８は装填庫１８の斜視図であ
る。
【００２２】
　装填庫１８は、その内部ボックスの形状（幅、高さなど）に応じて、特定の金種の包装
硬貨３０を収納する構成になっており、装填庫１８の下端部には、包装硬貨３０を支える
爪３６が設けられている。装填庫１８の側面には、収納された包装硬貨３０の本数を認識
するための貨幣検知センサ３２が、装填庫１８をその長手方向Ａに沿って走査可能に備え
られている。
【００２３】
　詳述すると、金種別の装填庫１８の各側面には、包装硬貨３０の両端面を支持する側板
３４が立設されている。各側板３４には、包装硬貨３０の直径に相当する間隔を隔てて複
数の透過スリット３５が形成されている。透過スリット３５は、この実施形態では上下２
段形成されており、上段の透過スリット３５ａは、包装硬貨３０の中心部に相対する位置
に形成されている。これは５円玉、５０玉のような中心に孔の開いた硬貨を識別するため
である。下段の透過スリット３５ｂは、包装硬貨３０の有無と、その配置間隔を識別する
ため、包装硬貨３０の底部に相対する位置に形成されている。
【００２４】
　貨幣検知センサ３２は、装填庫１８の長手方向Ａに沿って走査される基板（図示せず）
に搭載されている。該貨幣検知センサ３２は、図６で示すように、投光側の投光センサ３
２ａと、受光側の受光センサ３２ｂとの一組で構成されている。そして、上下段の透過ス
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リット３５ａ，３５ｂに対向して上下各２組、設置されている。上段の投光センサ３２ａ
から出射される光線が透過スリット３５ａを移動する軌跡を、図９において“３７”で示
し、下段の投光センサ３２ａから出射される光線が透過スリット３５ｂを移動する軌跡を
、図９において“３８”で示している。
【００２５】
　このような構成の貨幣検知センサ３２は、前記投光センサ３２ａを光源として、装填庫
側板３４の下段スリット３５ｂに向けて照射された照射光が装填庫内部に装填された包装
硬貨３０の隙間を透過して、装填庫側板３４の下段スリット３５ｂに届く透過光の有無を
受光センサ３２ｂで検知する構成となっている。包装硬貨３０が存在すれば、光は遮られ
て受光センサ３２ｂで検知できない。包装硬貨３０と次の包装硬貨３０との隙間があれば
、光は透過して受光センサ３２ｂで検知できる。そこで貨幣検知センサ３２及びその基板
を装填庫１８の長手方向Ａに沿って走査していき、光が透過状態から遮蔽状態に変化した
回数、及び／又は光が遮蔽状態から透過状態に変化した回数を数えることで、包装硬貨３
０の有無、本数を知ることができる。また透過状態を保持する時間と、遮蔽状態を保持す
る時間とに基づいて、包装硬貨３０の直径を推定することができ、これにより金種を確認
することができる。
【００２６】
　また、前述したように、上段スリット３５ａにおいて、光が透過状態から遮蔽状態に変
化した回数、及び／又は光が遮蔽状態から透過状態に変化した回数を数えることで、５円
玉、５０玉のような中心に孔の開いた硬貨の本数を知ることができる。なお１０円玉など
孔の開いていない硬貨では、硬貨が装填されている範囲では常に遮蔽状態となる。
　このようにして制御部１１は、各装填庫１８別に包装硬貨３０の本数、金種を集計する
ことができる。集計した結果を、記憶部１３に記憶させる。
【００２７】
　図１０は、装填庫装着部１７の背面に設けられた表示部１９を示す。表示部１９は各列
に対応して、装填庫１８の近傍に設置されている。表示部１９は例えば液晶表示器を用い
たものであるが、これに限定されることはなく、発光ダイオードＬＥＤ、有機ＥＬなどを
用いたものでも良い。本実施形態では、表示部１９は数字を表示するが、数字に加えてア
ルファベットを表示できるものであっても良い。
【００２８】
　表示部１９は、各装填庫１８別に、装填庫１８が抜き取り中かどうか、装填庫１８が装
着されている場合に包装硬貨３０の本数（実際の装填数でも装填可能数でもよいが、以下
では装填可能数を想定する）、装填異常の有無、異常の部位などの項目を表示することが
できる。
　図１０では、左右列ごとの、１段目～１４段目の装填庫１８の表示例を示す。左列１段
目の表示部１９は、装填庫１８ａの装填可能数が８本であることを示し、２段目の表示部
１９は装填庫１８ｂの装填可能数が３本であることを示し、３段目の表示部１９は装填庫
１８ｃの装填可能数が４本であることを示す、等である。なお、図１０では、装填庫１８
が２列に配置されている場合を示しているが、１列に配置されていても良く、この場合表
示部１９も１列のみとなる。装填庫１８が３列以上存在すれば、３列目その他の装填庫１
８にも同じ表示部１９が設けられる。また係員画面３３にも同じ内容を一括表示する。
【００２９】
　次に、金種別の装填庫１８の状態を監視する装填庫監視処理に関して、図１１～図１４
を用いて説明する。
　図１１は包装硬貨処理部１５における装填庫監視処理を示すフローチャートである。
　制御部１１は、例えば装填庫装着部１７の背面に設けられている計数開始キー３９が押
されることにより、装着センサ３１を用いてすべての装填庫１８の装着状態を監視する。
なお、計数開始キー３９が押されなくても一定の時刻になれば（毎朝８時など）監視を始
めるという動作を追加しても良い。
【００３０】
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　制御部１１は、各装着センサ３１を読み出して（ステップＳ１）、装填庫１８が各段に
装着されているかどうかを点検する。装填庫１８が装着されていない場合、当該段の表示
部１９に「空」であることを示す表示をし（ステップＳ３）、当該装填庫１８の「装着フ
ラグ」を解除する（ステップＳ４）。この「装着フラグ」は、装填庫１８が装填庫装着部
１７の所定位置に装着され、すでに包装硬貨３０が点検済みであることを示す論理的な目
印のことである。
【００３１】
　ステップＳ２で装填庫１８が装着されていれば、当該装填庫１８の「装着フラグ」を調
べ（ステップＳ５）、「装着フラグ」がセットされていない場合、すなわち当該装填庫１
８が補充され装着された後に初めて点検を受ける場合、制御部１１は貨幣検知センサ３２
を走査して、当該装填庫１８の貨幣検知センサ３２の検知結果を調べる（ステップＳ６，
７）。
【００３２】
　貨幣検知センサ３２の検知結果が異常であれば、当該装填庫が異常であるとして、例え
ば図１２のように、エラー点滅表示“Ｅ”をする（ステップＳ１０）。この異常表示は係
員画面部１４にも表示してもよい。ここで異常とは、金種の間違い（100円のつもりが50
円）、包装硬貨の整列状態が正常でない（斜めに配置）、包装硬貨に混ざった異物がある
、などである。これにより、保守員はどの段の装填庫１８が異常なのか、係員画面３３と
装填庫近傍の表示部１９との両方で確認でき、これにより迅速なエラー解除が可能となる
。当該装填庫１８が抜き取られると、エラー表示は消える。
【００３３】
　また何本目がエラー原因か分かるときは、エラー点滅表示とともに又はエラー点滅表示
に代えて、図１３のように異常部位の表示をしてもよい。図１３の「１０」という表示は
、当該装填庫の、包装硬貨３０を取り出す先端部分から数えて何番目の包装硬貨、あるい
はその周辺の包装硬貨が異常であるかを示す。
　ステップＳ７で貨幣検知センサ３２の検知結果が正常であることが分かれば、当該装填
庫に「装着フラグ」をセットし（ステップＳ８）、補充可能な包装硬貨の本数を表示部１
９に表示する（ステップＳ９；図１０）。この本数は係員画面部１４にも表示してもよい
。
【００３４】
　以上の監視処理は、計数開始キー３９が押されるたびに繰り返し行う。
　例えば図１４に示すように、保守員は装填庫１８の近傍の表示状態を見て、ｎ段目（ｎ
は任意の段数）の装填庫１８ｎは装填可能数が１５本であることが分かったとする。この
装填庫１８ｎを抜くと、表示が本数点灯から抜き取り中を示す点滅「－－」に変わる。装
填庫１８ｎに包装硬貨を補充して装填庫１８ｎをセットすると、包装硬貨の本数を計数す
る。包装硬貨が当該装填庫１８ｎに全て補充された場合、表示は“０”点灯に変わる。
【００３５】
　よって、従来の装置のように、係員画面部１４の表示のみを見ながら、不足の装填庫を
特定する必要がなくなり、本発明の構成により、保守員は見た目が同じような装填庫が多
く並んでいても、迷うことなく包装硬貨の補充ができる。保守員の手間も省け、現金補充
がすばやくできることから、利用客を待たせる事もなく、稼働率の向上が実現できる。
　以上で、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の実施は、前記の形態に限定される
ものではない。本実施形態では包装硬貨を例に記載したが、紙幣においても同様に実施す
ることができる。本実施形態では表示部への本数表示を、貨幣検知センサ３２の検知結果
に基づいて行ったが、装填時に装填数を入力して在高管理しているものにおいては、その
在高に基づいて表示しても構わない。その他本発明の範囲内で種々の変更を施すことが可
能である。
【符号の説明】
【００３６】
１０　自動両替機
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１１　制御部（ＣＰＵ）
１５　包装硬貨処理部
１７　装填庫装着部
１８，１８ａ，......　装填庫
１９　表示部
３０　包装硬貨
３１　装着センサ
３２，３２ａ，３２ｂ　貨幣検知センサ
３３　係員画面
３４　側板
３５，３５ａ，３５ｂ　透過スリット
３９　計数開始キー

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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